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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成22年２月12日に提出した第39期第３四半期（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）四半期報告書の記載

事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであ

ります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第５　経理の状況

１　四半期連結財務諸表

　追加情報

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線で示しております。

 

第一部【企業情報】
第５【経理の状況】
１【四半期連結財務諸表】
【追加情報】

（訂正前）　

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

（スプレッド方式による自己株式の売出し）

　平成21年12月２日を払込期日とする自己株式の処分による株式の売出しは、引受証券会社が引受価額で買取引受を行

い、これを引受価額と異なる発行価格で一般投資家に販売するスプレッド方式によっております。

　スプレッド方式では、発行価格と引受価額との差額367,724千円が事実上の引受手数料であり、引受価額と同一の発行価

格で一般投資家に販売する従来の方式であれば株式交付費として処理されていたものであります。

　このため従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の株式交付費の額と当第３四半期連結会計期間末

の資本剰余金の額は、それぞれ367,724千円少なく計上され、当第３四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前当

期純利益は同額多く計上されております。　　
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（訂正後）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

（スプレッド方式による自己株式の売出し）

　平成21年12月２日を払込期日とする自己株式の処分による株式の売出しは、引受証券会社が引受価額で買取引受を行

い、これを引受価額と異なる発行価格で一般投資家に販売するスプレッド方式によっております。

　スプレッド方式では、発行価格と引受価額との差額26,520千円が事実上の引受手数料であり、引受価額と同一の発行価

格で一般投資家に販売する従来の方式であれば株式交付費として処理されていたものであります。

　このため従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の株式交付費の額と当第３四半期連結会計期間末

の資本剰余金の額は、それぞれ26,520千円少なく計上され、当第３四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前当期

純利益は同額多く計上されております。　　
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